
利用の流れ

　　　　　　　　　香南市健康対策課へ申請書を提出

　　　　　香南市健康対策課から利用承認・不承認通知書の送付

　　　　　　　　　利用者本人が直接、利用施設へ申込

　　　　　　利用期間が決定したら、香南市健康対策課へ連絡

　　　　　　　　　香南市より施設へ実施依頼書送付

　　　　　　　　　利用時に料金の支払いをして終了

利用期間 ７日間以内

　　分割利用も可。ただし7日までの間で終了する

　　　例）1泊×2日×3回、1日残るが宿泊できないため終了

　　　　　2泊3日＋3泊4日で終了

利用料について 利用料については退所時に施設へ直接お支払いください。

料金は施設ごとに異なります。

浅井産婦人科

高知赤十字病院

はぐあす高知

ゆいま～る

※市民税非課税世帯は無料　同意書の提出が必要

（市の台帳で確認できない場合は、別途書類の提出が必要）

※生活保護世帯は無料　生活保護受給証明書の提出が必要

令和７年度香南市産後ケア事業【ショートステイ（宿泊）型】
～安心して子育てをスタートできるよう助産師がサポートします～

利用者負担（食費込み）

7,000円

６泊目１泊につき

4,500円

5,200円 7,700円

7,000円

5,600円3,100円

4,500円

香南市健康対策課へ申請書を提出

香南市健康対策課から利用承認・不承認通知書の送付

利用者本人が直接、利用施設へ申込

利用期間が決定したら、香南市健康対策課へ連絡

利用当日、利用承認通知書を施設へ提示

利用時に料金の支払いをして終了



１日の流れ

　以下の流れの中でケアを提供します。（例）

10:00 12:00 15:00 18:00 7:00 10:00

入所 昼食 おやつ 夕食 朝食 退所

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ｼｬﾜｰ浴 赤ちゃんのお風呂

利用時にご用意いただくもの

母子手帳

その他（下着・洗面用具・化粧品類・帰宅時のベビー服など）

※その他詳しくは施設にお問い合わせください

実施施設

〇浅井産婦人科（高知市一宮東町１丁目7－7） 　 TEL：088－846－3131

〇高知赤十字病院（高知市秦南町一丁目４番６３－１１） TEL：088－822－1201

〇はぐあす高知（高知市朝倉甲303-10） TEL：088－855－5740

〇助産院　ゆいま～る（香南市野市町西野1733-4） TEL：0887ー52－9861

※対象：浅井とゆいま～るは産後１年未満・高知赤十字病院は産後４か月未満・

はぐあす高知は産後6か月未満

※はぐあす高知は施設ホームぺージでご予約ください。

※ゆいま～るは電話又は公式LINE：＠641tzcbj　で予約できます。

※予約をキャンセルさせる場合は、利用日の２日前までに

健康対策課及び施設へ連絡をお願いいたします。

当日のキャンセルは利用料をいただく場合があります。

申請窓口およびお問い合わせ先

香南市健康対策課

　　　香南市野市町西野2706

　　　TEL：0887－50－3011


